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今後の社会福祉士のあり方に関する検討について

【社会福祉士に求められる役割】
○ 福祉課題を抱えた者からの相談に応じ、必要に応じてサー
ビス利用を支援するなど、その解決を自ら支援する役割
○ 利用者がその有する能力に応じて、尊厳を持った自立生活
を営むことができるよう、関係する様々な専門職や事業者、ボ
ランティア等との連携を図り、自ら解決することのできない課
題については当該担当者への橋渡しを行い、総合的かつ包
括的に援助していく役割
○ 地域の福祉課題の把握や社会資源の調整・開発、ネット
ワークの形成を図るなど、地域福祉の増進に働きかける役割

前回制度改正の経緯（平成１８年度）

【背景】
介護保険制度施行や障害者支援費制度施行等により、措置から契約へとサービスの利用形態が変わっていく中で、サービスの利用支援、成年後見、
権利擁護等の新しい相談援助の業務が拡大。

【改正内容】
①士士法等の改正（社会福祉士の定義規定や業務を行うにあたっての義務規定の見直し、資格取得方法の見直し等）
②カリキュラム改正（相談援助に関する科目の充実、就労支援や成年後見、更生保護に関する科目を設定等）

○ 介護分野では、24時間対応の新たなサービスや看護職との連携がより強く求められるサービスの創設など、医療職やリハ職等との連携がより強く
求められているとともに、生活支援サービスの充実・強化等を推進。

○ 障害分野では、障害者総合支援法の施行により、共生社会の実現が基本理念に掲げられ、また、障害者が自ら望む地域生活を営めるよう、円滑な
地域生活を支援するための新たなサービスや就労の継続を支援するための新たなサービスの創設などの環境整備を推進。

○ 生活困窮者自立支援法の制定により、生活困窮者を早期に把握し、早期自立に向けた相談支援や就労支援などの実施が制度化。

○ 児童分野では、児童虐待の発生予防から自立支援までの一連の対策強化が図られており、また、教育分野では、スクールソーシャルワーカーを活
用し、いじめや家庭環境等の問題について学校の組織的な解決の取組が求められている。

○ 各種制度の成熟化が進む中で、制度が対象としない生活課題への対応や複合的な課題を抱える世帯への対応等、多様化・複雑化するニーズへの
対応や、全ての地域住民が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる地域共生社会の実現が求められている。

※前回制度改正時に取りまとめられた意見において、必要に応じて更なる見直しについて検討を行っていくこととされている。

各種制度改正等を踏まえつつ、地域共生社会の実現に向けて、今後の社会福祉士のあり方について検討が必要

前回改正以降の状況変化

【今後の社会福祉士に求められる知識及び技術】
① 福祉課題を抱えた者からの相談への対応や、これを受けて総合的かつ包括的に
サービスを提供することの必要性、その在り方等に係る専門的知識
② 虐待防止、就労支援、権利擁護、孤立防止、生きがい創出、健康維持等に関わる
関連サービスに関わる基礎的知識
③ 福祉課題を抱えた者からの相談に応じ、利用者の自立支援の観点から地域にお
いて適切なサービスの選択を支援する技術
④ サービス提供者間のネットワークの形成を図る技術
⑤ 地域の福祉ニーズを把握し、不足するサービスの創出を働きかける技術
⑥ 専門職としての高い自覚と倫理の確立や利用者本位の立場に立った活動の実践
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地域力強化検討会中間とりまとめの概要
～従来の福祉の地平を超えた、次のステージへ～

【現状認識】 【今後の方向性】
○地域づくりの３つの方向性⇒互いに影響し合い、「我が事」の意識を醸成
①「自分や家族が暮らしたい地域を考える」という主体的・積極的な取組の広がり
②「地域で困っている課題を解決したい」という気持ちで活動する住民の増加
③「一人の課題」について解決する経験の積み重ねによる誰もが暮らしやすい地域づくり
○生活上生じる課題は介護、子育て、障害、病気等から、住まい、就労、家計、孤立等に
及ぶ⇒くらしとしごとを「丸ごと」支える

○地域の持つ力と公的な支援体制が協働して初めて安心して暮らせる地域に

４．自治体等の役割
○自治体組織も、福祉部局の横断的な体制、保健所等も
含めた包括的な相談体制の構築を検討すべき

１．「住民に身近な圏域」での「我が事・丸ごと」
○他人事を「我が事」に変える働きかけをする機能が必要【１】

○「複合課題丸ごと」「世帯丸ごと」「とりあえず丸ごと」
受け止める場を設けるべき【２】

・「どのような地域に住みたいか」を話し合える土壌
・「楽しい」「やりがいがある」取組への地域住民の参加
・「深刻な状況にある人」に対し「自分たちで何かできないか」と
思える意識

・表に出にくい深刻な状況にある世帯に早期に気付けるのは住民
・しかし、支援につなげられる体制がなければ、自ら解決するか、
気になりながらも声をあげることができないままにせざるを得ない

２．市町村における包括的な相談支援体制

○協働の中核を担う機能が必要【３】
・例えば、生活困窮に関わる課題は、生活困窮者自立支援制度の自立相談
支援機関。自立相談支援機関が設置されていない自治体や生活困窮以
外の課題は、「多機関の協働による包括的支援体制構築事業」（28年度5億円）

・住民に身近な圏域で把握された「丸ごと」の相談に対応
・多様・複合課題⇒福祉のほか、医療、保健、雇用・就労、司法、産
業、教育、家計、権利擁護、多文化共生等多岐にわたる連携体制
が必要
・制度の狭間⇒地域住民と協働して新たな社会資源を見つけ出し、
生み出す

３．地域福祉計画等法令上の取扱い

○地域福祉計画の充実
・１、２の「我が事・丸ごと」の体制整備を記載
・地域福祉計画策定を義務化、ＰＤＣＡサイクル徹底すべき
・地域福祉計画の上位計画としての位置づけ

○地域福祉の対象や考え方の進展を社会福祉法に
反映すべき
・福祉サービスを必要とする⇒就労や孤立の解消等も対象
・支え手側と受け手側に分かれない（一億プラン）

○どのような形で作るかは、自治体により様々な方法

○分野ごとの財源⇒柔軟な財源の活用や、別途の財源の議
論など、財源のあり方等について具体的に検討すべき。

○守秘義務に伴う課題⇒法制的な対応を含め検討
・守秘義務を有する者が、住民の協力も得ながら課題解決に
取り組む場合、住民との間で個人情報の共有が難しい。

【進めている取組】

・地方創生・地域

づくりの取組

・生活困窮者自立

支援制度による

包括的な支援

・例えば、地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支援センター、相談支援事業所、
地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等

※ 平成28年度に26自治体が実施。自立相談支援機関、地域包括支援センター、
社協、社会福祉法人、医療法人、ＮＰＯ、行政と、様々な機関に置かれている。

・少子高齢・人口減少
→地域の存続の危機
→人、モノ、お金、思い
の循環が不可欠

・課題の複合化・複雑化
・社会的孤立・社会的排除
・地域の福祉力の脆弱化
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地域における住民主体の課題解決力強化・包括的な相談支援体制のイメージ
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センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利
用者支援事業、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等）

協働の中核を担う機能
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いくような働きかけをする機能
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【１】
【２】

【３】

学校
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権利擁護関係

多文化共生関係


